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資料１

地方には人口減少や少子高齢化、産業空洞化などの社会課題がある。
こうした課題を解決し、地方活性化を図っていかねばならない。この
ため、2014 年以降「地方創生」に取り組んできたが、東京圏と地方と
の転出入均衡達成目標はいまだ達成できていないなど、その実現はい
まだ道半ばである。
新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）が拡大した

ことに伴い、観光業などの地方経済を支える産業への打撃や、地域コ
ミュニティの弱体化など、地方の経済・社会は大きな影響を受けた。
高齢化や過疎化など、もともと地方が抱えていた構造的な問題とあ

いまって、地方はまさに疲弊の極みにあり、地方の豊かさを取り戻す
ことは我が国にとって喫緊の課題である。

デジタル田園都市国家構想基本方針 令和4年6月7日 閣議決定から抜粋
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こうした課題を解決するためには、これまでの地方創生の成果を最大
限に活用しつつ、国や地方の取組を大きくバージョンアップさせ、地
方の社会課題を解決し、魅力を向上させることを通じて、地方活性化
を図ることが求められている。こうした中、官民の様々な主体により、
デジタル技術の活用が多方面で進み、他地域の見本となる優れた取組
も見られ始めている。また、感染症の影響が長期に渡ったことで、地
方への移住に対する関心の高まりや人の流れに変化の兆しが見られた
こと、民間企業の間でも、テレワークなど新たな働き方の動きが活発
になったことなど、国民の意識・行動に変化が生じている。
このように、デジタルは地方の抱える社会課題を解決するための鍵

である。また、新しい付加価値を生み出す源泉でもある。
このため、今こそデジタル田園都市国家構想の旗を掲げ、デジタル

インフラを急速に整備し、官民双方で地方におけるデジタルトランス
フォーメーションを積極的に推進していく必要がある。
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人口減少社会を迎え、地方の過疎化や地域産業の衰退などが大き
な課題となっています。
近年、テレワークの普及や若年層の地方移住への関心が高まるな

ど、社会情勢は大きく変化しています。また、デジタル技術は急速
に進歩し、人々の生活に広く活用される段階に移行しつつあります。
今こそ、これまでの地方創生の取組にデジタルの力を活用して加

速させ、デジタル田園都市国家構想が掲げる「全国どこでも誰もが
便利で快適に暮らせる社会」を目指す絶好の機会です。
国と地方は役割を分担しながら、東京圏への過度な一極集中を是

正して多極化を図り、地方の社会課題解決を成長の原動力とし、地
方から全国へとボトムアップにつなげます。

デジタル田園都市国家構想総合戦略は、デジタル田園都市国家
構想を実現するために、各府省庁の施策を充実・強化し、施策ご
とに令和５年度から令和９年度までの5か年のKPI（重要業績評価指
標）とロードマップ（工程表）を位置づけたものです。
地方は、それぞれの地域が抱える社会課題などを踏まえて、地

域の個性や魅力を生かす地域ビジョンを掲げた「地方版総合戦
略」の策定に努めます。国は、政府一丸となって、地域ビジョン
の実現に向けた地方の取組を総合的・効果的に支援していきます。

デジタル田園都市国家構想総合戦略 令和4年12月23日 閣議決定から抜粋
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本別町まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン・総合戦略

平成27年10月策定

本別町人口ビジョン

平成27年10月策定
（令和3年3月一部改訂）

北海道本別町

第2期
本別町まち・ひと・しごと創生

総合戦略

令和3年(2021年）3月
北海道本別町

第2期本別町まち・ひと・しごと創生
総合戦略

令和3年(2021年)3月策定

参考資料２

参考資料１

本
別
町

第2期まち・ひと・しごと創生
総合戦略（R1.12策定）国

デジタル田園都市国家構想総合戦略
（R5～R９）

第2期本別町まち・ひと・しごと
創生総合戦略（R3～R7）

次期計画（未定）
（R8～R9）

改訂
（R6~R7）

Ｒ4.12.23 閣議決定

現行の第2期本別町まち・ひと・しごと創生総合戦略を基に、デジタルの力を活用
した地方創生を目的に、総合計画との整合性を図り、町民会議を開催の上、地方
版総合戦略を策定（改訂）する（R5年度中）

第7次本別町総合計画（前期計画 R3~R7） （後期計画 R8～R12）
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第2期本別町まち・ひと・しごと
創生総合戦略（R3～R7）

次期計画（未定）
（R8～R9）

改訂
（R6~R7）

R5年度中策定する、改定地方版総合戦略は！

第2期本別町まち・ひと・しごと創生総合戦略（現行）
基本目標１ 元気な産業をつくり安心して働けるようにする
基本目標２ 本別への新しい人の流れをつくる
基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
基本目標４ 安心して暮らせる地域をつくる

改定地方版総合戦略（案）
基本目標１ 元気な産業をつくり安心して働けるようにする
基本目標２ 本別への新しい人の流れをつくる
基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
基本目標４ 安心して暮らせる地域をつくる

デジタル田園都市国家構想版総合戦略
① 地方に仕事をつくる
② 人の流れをつくる
③ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
④ 魅力的な地域をつくる

デジタルの
力を活用し
た地方創生

デジタル田園都市国家構想交付金は、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の
実現に向けて、他の地域等で既に確立されている優良モデル等を活用した実装の取組や、
オープンなデータ連携基盤を活用するモデルケースとなり得る取組、地方への新たなひと
の流れを創出する取組等の費用に充てるため、又はデジタルの活用などによる地方創生に
資する取組や拠点施設及び道・汚水処理施設・港の整備等の費用に充てるため、国が地方
公共団体に対して交付金を交付することにより、デジタル田園都市国家構想の実現による
地方の社会課題解決や魅力向上の取組の加速化・深化を図ることを目的とする。

※デジタル田園都市国家構想交付金制度要綱から

地方版地域戦略とデジタル田園都市国家構想交付金の関係

地方創生推進タイプ・地方創生拠点整備タイプは、交付金の申請は可能

デジタル実装タイプは、地方版総合戦略の申請要件になっていない

いずれも、交付金申請の絶対条件ではないが、交付金の採択に影響する
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デジタル田園都市国家構想交付金について

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e7%94%b0%e5%9c%92%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%a7%8b%e6%83%b3&&view=detail&mid=76B6C541DE7A02F4801E76B6C541DE7A02F4801E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25ab%25e7%2594%25b0%25e5%259c%2592%25e9%2583%25bd%25e5%25b8%2582%25e5%259b%25bd%25e5%25ae%25b6%25e6%25a7%258b%25e6%2583%25b3%26FORM%3DHDRSC4
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少し休憩


